
（参考）社会保険労務士法（抜粋） 
 

（不正行為の指示等の禁止） 

第十五条 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保

険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類

する行為をしてはならない。 

（審査事項等を記載した書面の添付等） 

第十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等（厚生労働省令で定めるものに限る。）を作成した場合には、厚

生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付

し、又は当該申請書等に付記することができる。 

２  社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等（厚生労働省令で定めるものに限る。）で他人の作成したものにつき相談

を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働

省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書

面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。 

３  社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前二項の規定による添付又は付記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保

険労務士は、当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名押印しなければならない。 

（懲戒の種類） 

第二十五条 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。 

一  戒告 

二  一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人

の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 

三  失格処分（社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。） 

（不正行為の指示等を行つた場合の懲戒） 

第二十五条の二 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決

手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社

会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業

務の停止又は失格処分の処分をすることができる。 

２  厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保

険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人であ

る社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。 

（一般の懲戒） 

 第二十五条の三 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項

の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づ

く命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、

第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。 

（懲戒処分の通知及び公告） 

第二十五条の五 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、

その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって公告しなければならない。 

（違法行為等についての処分） 

第二十五条の二十四 厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著し

く不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部

の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。 

２  第二十五条の三の二、第二十五条の四及び第二十五条の五の規定は、前項の処分について準用する。 



３  第一項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用に

ついては、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。 

４  第一項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合において、当該社会保険労務士法人の社員又は使

用人である社会保険労務士（以下この項において「社員等」という。）につき第二十五条の二又は第二十五条の三に該当する事実

があるときは、その社員等である社会保険労務士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。 


